
1

―自衛官との団結は職場の団結から始まる―
発行：労働者兵士行動委員会
ＵＲＬ： http:// www.rise-rou-hei.info/wp/ Email:rou_hei_rise@yahoo.co.jp 090-8961-0141

〒 105-0004 東京都港区新橋２－８－１６ 石田ビル４階 年会費：2000 円 会員外年間定期購読料：1200 円

2013 年 11 月 10 日発行

第 28 号

1 部：100 円

11
・
３
労
働
者
集
会
で
新
た
な

闘
い
が
始
ま
っ
た

11
月
３
日
、
５
６
０
０
名
の
大
結
集
で
勝

ち
取
ら
れ
た

11
月
労
働
者
集
会
は
、
闘
う
労

働
組
合
を
全
国
に
作
り
出
す
巨
歩
を
踏
み
出

し
、
新
自
由
主
義
を
打
ち
破
る
歴
史
的
突
破

口
を
切
り
開
き
ま
し
た
。

本
紙

26
号
で
宣
言
し
た
、
４
ヶ
月
国
鉄
決

戦
の
力
で
動
労
千
葉
鉄
建
公
団
訴
訟
「
９
・

25
判
決
」
に
勝
利
し
、
最
高
裁
決
戦
を
引
き

寄
せ
た
の
で
す
。

こ
の
勝
利
は
外
注
化
阻
止
・
非
正
規
職
撤

廃
、
解
雇
撤
回
を
、

動
労
千
葉
と
一
体
と

な
っ
て
全
国
の
職
場

で
国
鉄
闘
争
を
た
た

か
い
実
践
し
た
２
０

１
２
年
‐
２
０
１
３

年
の
階
級
的
労
働
運
動
の
路
線
的
勝
利
で
す
。

動
労
千
葉
の
反
合
理
化
・
運
転
保
安
闘
争

は
全
労
働
者
階
級
の
闘
う
大
方
針
で
す
。
そ

れ
は
今
や
、
鉄
道
事
故
、
ト
ラ
ッ
ク
や
タ
ク

シ
ー
労
働
者
な
ど
運
輸
全
般
の
事
故
、
医
療

事
故
、
過
労
死
や
長
時
間
労
働
と
闘
う
路
線

と
し
て
巨
大
な
奔
流
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。
自
衛
隊
に
お
け
る
闘
い
も
全
く
同
じ
で

す
。

戦
争
を
阻
止
し
、
兵
士
を
獲
得

す
る
ス
ト
ラ
イ
キ

自
衛
官
は
若
年
退
職
制
と
任
期
制
の
不
安

定
雇
用
労
働
者
で
、
駅
頭
で
の
訴
え
に
耳
を

傾
け
て
い
ま
す
。
二
曹
の
定
年
は

53
歳
。
士

の
任
期
は
１
年
９
ヶ
月
で
す
。
（
海
・
空
自

は
２
年
９
ヶ
月
。
た
だ
し
二
任
期
以
降
は
２

年
）。さ

ら
に
２
０
０
４
年

12
月
閣
議
決
定
し
た

『
平
成

17
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大

綱
に
つ
い
て
』
以
降
、
自
衛
隊
業
務
外
注
化

（
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）
、
安
全
軽
視
、
低
賃

金
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

経
済
苦
や
い
じ
め
で
、
制
服
組
を
含
め
毎

年
百
人
近
い
自
殺
者
が
続
き
、
矛
盾
の
集
中

し
た
イ
ラ
ク
派
遣
帰
還
兵
か
ら
は

25
人
も
が

自
殺
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
沈

黙
を
打
ち
破
り
、
海
自
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」

裁
判
（
東
京
高
裁
）
、
空
自
「
女
性
自
衛
官

の
人
権
」
裁
判
（
札
幌
地
裁
）
、
陸
自
格
闘

訓
練
死
「
命
の
雫
」
裁
判
（
札
幌
）
、
陸
自

朝
霞
駐
屯
地
「
暴
行
・
自
殺
事
件
」
裁
判

（
前
橋
地
裁
）
、
空
自
「
イ
ラ
ク
派
遣
負
傷
事

件
」
裁
判
（
名
古
屋
地
裁
）
な
ど
、
本
人
や

遺
族
の
勇
気
あ
る
決
起
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

安
倍
の
改
憲
と
戦
争
政
策
の
強
行
は
自
衛

隊
内
部
の
反
乱
を
不
可
避
と
し
ま
す
が
、
そ

れ
を
も
っ
と
も
促
進
す
る
の
は
労
働
者
学
生
、

農
民
の
決
起
で
す
。

１
９
５
０
年
朝
鮮
戦
争
へ
の
米
軍
出
兵
に

対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
主
な
２
つ
の
鉄
道
労
組

が
８
月
に
軍
需
物
資
輸
送
阻
止
の
史
上
最
大

級
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
た
ち
、
約
２
年
間
に
わ

た
り
米
軍
を
揺
さ
ぶ
り
ま
し
た
。
１
９
９
４

年
の
朝
鮮
危
機
に
は
韓
国
の
鉄
道
労
組
が
６

日
間
ス
ト
を
決
行
、
民
主
労
総
創
立
を
促
進

し
ま
す
。
こ
う
し
た
米
韓
の
闘
う
労
働
組
合

を
結
ぶ
動
労
千
葉
の
国
際
連
帯
闘
争
は
史
上

最
強
の
反
戦
闘
争
で
あ
り
、
軍
隊
に
反
乱
を

組
織
す
る
基
礎
的
な
力
で
す
。

11
月
労
働
者
集
会
で
切
り
開
い
た
地
平
か

ら
さ
ら
に
、
職
場
で

地
域
で
思
い
切
っ
た

実
践
に
踏
み
出
そ
う
。

そ
れ
は
必
ず
隊
内
の

決
起
を
生
み
ま
す
。

自
衛
官
と
の
団
結
は

職
場
の
団
結
か
ら
生
ま
れ
る
。

（
猪
熊
）朝鮮戦争で軍需物資輸送阻止のストに決起

した米鉄道労組の労働者 （1950 年 8 月）



冒
頭
、
強
力
に
訴
え
ま
す
。

臨
時
国
会
（
10
月

15
日
～

12
月
６
日
）

上
程
の
反
動
７
法
案
（
①
国
家
安
全
保
障

会
議
設
置
関
連
法
案
、
②
特
定
秘
密
保
護

法
案
、
③
産
業
競
争
力
強
化
法
案
、
④
国

家
公
務
員
制
度
改
革
関
連
法
案
、
⑤
社
会

保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
、
⑥
国
家
戦

略
特
区
関
連
法
案
、
⑦
国
民
投
票
法
改
正

案
）
は
、
各
法
案
の
詳
論
批
判
は
省
き
ま

す
が
労
働
者
階
級
・
兵
士
に
と
っ
て
は
、

全
て
、
安
倍
政
権
も
ろ
も
と
粉
砕
の
対
象

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
国
家
安
全
保
障
会
議
（
日
本
版

Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
設
置
関
連
法
案
・
特
定
秘
密
保

護
法
案
を
め
ぐ
る
安
倍
政
権
の
動
き
を
時

系
列
に
み
て
み
ま
す
。

９
月
３
日

法
案
概
要
を
決
定

９
月

17
日

森
雅
子
少
子
化
相
を
担
当

相
に
任
命

10
月

22
日

与
党
が
法
案
を
了
承

10
月

25
日

閣
議
決
定

11
月
７
日

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
創
設
関
連
法

案･

衆
院
可
決
。

11
月
７
日

特
定
秘
密
保
護
法
案
国
会
審

議
入
り
。
※
一
気
呵
成
だ
！

12
月
６
日

会
期
末

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
・
特
定
秘
密
保
護
法
案

は
違
憲
・
憲
法
無
視
そ
の
も
の
で
す
。

（
一
）
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
核
心
は
、
日
帝
の
国
家

安
全
保
障
戦
略
・
政
策
を
一
部
の
国
家
中

枢
に
一
元
化
す
る
た
め
の
「
４
大
臣
会
合

（
首
相
・
官
房
長
官
・
外
相
・
防
衛
相
）
」

の
設
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
会
議
の
通

称
を
戦
争
国
家
の
「
司
令
塔
」
（
国
家
中

枢
会
議
）
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
鮮
明

で
す
。
こ
の
「
司
令
塔
」
に
自
民
党
の
憲

法
改
正
案
で
規
定
し
て
い
る
自
衛
隊
の

「
国
防
軍
」
へ
の
転
換
、
「
敵
基
地
攻
撃
能

力
」
が
一
体
化
す
る
。
戦
前
は
「
高
度
国

防
国
家
」
と
い
う
軍
大
化
に
よ
っ
て
中
国

侵
略
戦
争
が
強
行
さ
れ
た
。
安
倍
政
権
は

そ
の
戦
争
国
家
へ
の
道
に
突
進
し
て
い
る
。

反
動
７
法
案
が
そ
れ
で
す
。

世
界
恐
慌
を
戦
争
（
国
家
）
に
よ
っ
て

突
破
し
よ
う
と
す
る
日
帝
支
配
階
級
と
安

倍
政
権
の
絶
望
的
な
危
機
感
と
あ
が
き
が

反
動
７
法
案
で
あ
り
、
そ
の
軍
事
的
突
破

口
と
し
て
あ
る
の
が
日
米
の
軍
事
的
一
体

化
・
日
米
同
盟
の
強
化
で
す
。

安
倍
政
権
に
と
っ
て
同
盟
強
化
の
前
提

が
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
の
年
内
策
定
、

Ｎ
Ｓ
Ｃ
、
日
米
軍
事
機
密
の
「
保
護･

防

衛
」
の
特
定
秘
密
保
護
法
制
定
で
あ
る
。

国
家
の
軍
事
機
密
が
ザ
ル
の
よ
う
に
漏
え

い
す
れ
ば
帝
国
主
義
国
家
と
し
て
も
、
ま

た
日
米
同
盟
の
強
化
・
日
米
の
軍
事
的
一

体
化
は
進
展
し
な
い
と
い
う
危
機
感
で
あ

る
。
要
す
る
に
脱
落
日
帝
の
延
命
が
閉
ざ

さ
れ
る
と
い
う
危
機
感
で
あ
る
。
こ
こ
に

日
帝
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
安
倍
政
権
の
絶

望
的
な
焦
り
が
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
す

べ
て
違
憲
で
あ
り
、
内
閣
の
連
帯
責
任
を

規
定
し
て
い
る
憲
法
に
も

違
反
し
、
憲

法
無
視
の
ク
ー
デ
タ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。

2
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し
か
し
安
倍
の
ク
ー
デ
タ
ー
的
戦
争

国
家
へ
の
突
進
、
推
し
進
め
て
い
る
日

米
の
軍
事
的
一
体
化
と
は
、
所
詮
、
土

台
が
根
底
か
ら
崩
壊
し
て
い
る
日
米
帝

国
主
義
の
本
質
的
に
脆
弱
な
軍
事
的
一

体
化
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
二
）
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
国
家
機
密
を
一
元
的

に
扱
う
国
家
の
中
枢
中
の
中
枢
と
な
る
。

国
家
権
力
が
特
定
秘
密
情
報
を
漏
ら

し
た
と
認
定
し
た
公
務
員
や
労
働
者
に

懲
役

10
年
の
厳
罰
を
科
す
、
し
た
が
っ

て
７
日
か
ら
国
会
審
議
に
入
っ
た
「
特
。

Ｃ
Ｉ
Ａ
元
職
員
・
ス
ノ
ー
デ
ン
氏
の

告
発
に
よ
り
、
米
帝
オ
バ
マ
に
よ
る
ド

イ
ツ
・
メ
ル
ケ
ル
な
ど
Ｅ
Ｕ
各
国
首
脳

の
携
帯
電
話
の
盗
聴
、
政
府
機
関
の
情

報
収
集
、
ブ
ラ
ジ
ル
国
営
の
石
油
会
社
・

ペ
ト
ロ
ブ
ラ
ス
な
ど
各
国
企
業
の
盗
聴
・

電
子
メ
ー
ル
の
傍
受
が
不
正
に
行
わ
れ
、
、

外
交
・
経
済
・
科
学
技
術
の
分
野
で
日

本
や
中
国
が
重
点
監
視
対
象
国
で
あ
る

こ
と
も
暴
露
さ
れ
て
い
ま
す
。
米
国
内

で
も
米
国
家
安
全
保
障
局
（
Ｎ
Ｓ
Ａ
）

に
よ
る
通
信
傍
受
が
暴
露
さ
れ
、
ワ
シ

ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
Ｎ
Ｓ
Ａ
へ
の
怒
り
の
抗

議
が
爆
発
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ａ
は
グ
ー

グ
ル
、
ヤ
フ
ー
の
通
信
網
に
も
侵
入
し
、

い
わ
ゆ
る
「
メ
タ
・
デ
ー
タ
ー
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
送･

受
信
者
情
報
や
文
書
、

音
声
、
映
像
な
ど
の
デ
ー
タ
を
大
量
に

不
正
入
手
し
て
い
る
。
そ
の
量
は
２
０

１
３
年
１
月
の
時
点
で
、
１
ヵ
月
間
に

約
１
億
８
０
０
０
万
件
に
上
っ
て
い
た

（
ワ
シ
ン
ト
ン･

ポ
ス
ト
）。
国
家
が
堂
々

と
不
正
入
手
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ａ
の
監

視
対
象
リ
ス
ト
に
は
、
イ
ラ
ン
や
北
朝

鮮
、
キ
ュ
ー
バ
、
そ
し
て
同
盟
国
と
い

わ
れ
て
い
る
仏
、
独
、
日
本
、
ブ
ラ
ジ

ル
も
含
ま
れ
て
い
る
。
仏
や
独
に
対
し

て
は
「
外
交
上
の
優
位
性
」
、
日
帝
や

ブ
ラ
ジ
ル
に
対
し
て
は
「
経
済
上
の
優

位
性
」
を
確
保
す
る
た
め
に
通
信
傍
受

活
動
を
行
っ
て
い
る
（
Ｎ
Ｙ
タ
イ
ム
ス
）。

オ
バ
マ
は
米
労
働
者
の
み
な
ら
ず
グ
ー

グ
ル
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
米
Ｉ
Ｔ

企
業
の
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）

ら
の
怒
り
を
も
引
き
出
し
て
い
る
。
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
の
マ
ー
ク･

ザ
ッ
カ
ー
バ
ー

グ
は
、
公
の
席
で
「
米
政
府
は
僕
達
の

努

力

を

台

無

し

に

し

た

（T
he

g
o
ve

r
nm

e
nt

b
l
ew

i
t

!
）
」
と
怒
り

を
露
わ
に
し
て
い
ま
す
。
オ
バ
マ
に
と
っ

て
グ
ー
グ
ル
や
フ
エ
ィ
ス
ブ
ッ
ク
の
世

界
的
展
開
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
膨

大
な
情
報
が
不
正
に
入
手
で
き
る
。

要
す
る
に
米
帝
オ
バ
マ
は
、
軍
事
費

の
強
制
削
減
・
戦
力
の
大
幅
削
減
と
い

う
国
家
的
危
機
の
中
で
、
サ
イ
バ
ー
戦

争
を
強
化
し
、
世
界
中
の
通
信
網
に
侵

入
・
傍
受
し
、
外
交･

防
衛
・
経
済
・

科
学
技
術
・
対
テ
ロ
・
「
反
社
会
的
」

な
「
有
害
活
動
」
な
ど
全
分
野
に
わ
た

る
全
情
報
を
収
集
し
、
帝
国
間
・
大
国

間
争
闘
戦
と
治
安
弾
圧
強
化
の
「
武
器
」

に
転
化
し
て
い
る
の
で
す
。

安
倍
政
権
も
そ
こ
に
向
け
突
き
進
ん

で
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
設
置
と
特
定
秘
密
保

護
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本

版
Ｎ
Ｓ
Ａ
を
発
足
さ
せ
る
（
後
述
）
。

Ｎ
Ｓ
Ｃ
、
特
定
秘
密
保
護
法
は
戦
争

国
家
法
で
あ
り
、
治
安
弾
圧
強
化
の
法

案
で
あ
り
、
労
働
者
階
級
の
怒
り
で
徹

底
的
に
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
反

革
命
法
で
す
。

米
国
家
安
全
保
障
局

（
Ｎ
Ｓ
Ａ
）
と
は

Ｎ
Ｓ
Ａ
は
１
９
５
２
年
に
暗
号
解
読

を
目
的
に
し
た
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ

た
。
本
部
は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
フ
ォ
ー

ト
ミ
ー
ド
。
３
万
５
０
０
０
人
態
勢
で
、

約
１
０
８
億
ド
ル
（
約
１
兆
８
０
０
億

円
）
の
年
間
予
算
を
も
つ
組
織
で
す
。

世
界
に
約

80
カ
所
の
拠
点
が
あ
り
、

「
日
本
、
韓
国
に
も
Ｎ
Ｓ
Ａ
の
活
動
拠

点
が
る
」
（
ス
ノ
ー
デ
ン
氏
）
。
通
信
傍

3

定
秘
密
保
護
法
」
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
両
輪
、

一
体
を
な
し
て
い
る
。

機
密
保
全
法
は
、
１
９
８
５
年
に

自
民
党
が
「
国
家
機
密
法
案
」
を
国

会
に
提
出
し
廃
案
に
な
っ
た
が
繰
り

返
し
浮
上
し
て
い
た
。
安
倍
政
権
が

臨
時
国
会
で
一
気
に
成
立
せ
ん
と
目

論
ん
で
い
る
。
労
働
者
階
級
の
怒
り

で
な
ん
と
し
て
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
日
本
の
階
級
闘
争
と
労
働

者
階
級
民
衆
に
は
そ
の
実
力
が
あ
り

ま
す
。

保護法案の概要に対する 15 日間

での「意見公募」に対する回答

回答数：９万４８０件

反対 ７７％

賛成 １３％



受
と
解
析
を
主
任
務
と
し
て
い
る
。
Ｈ
Ｐ

で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
「
年
俸
４
万
５
０
０
０

ド
ル
（
約
４
５
０
万
円
）
以
上
」
で
募
集
。

但
し
米
国
人
の
み
。
周
知
の
「
エ
シ
ュ
ロ

ン
」
を
運
用
し
て
い
る
の
も
Ｎ
Ｓ
Ａ
。

通
信
傍
受
に
は
外
国
情
報
監
視
法
（
Ｆ

Ｉ
Ｓ
Ａ
）
で
規
定
す
る
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ａ
裁
判
所

の
令
状
許
可
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
２

０
０
１
年
同
時
テ
ロ
以
後
、
ブ
ッ
シ
ュ
政

権
下
で
「
令
状
な
し
の
通
信
傍
受
」
が
ま

か
り
と
お
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

日
本
に
お
け
る
無
線
傍
受
の
担
当
は
防

衛
省
情
報
本
部
電
波
部
で
あ
る
。
北
朝
鮮
、

中
国
、
ロ
シ
ア
な
ど
が
発
信
す
る
電
波
を

収
集
し
て
い
る
が
、
分
析
は
米
の
Ｎ
Ｓ
Ａ

が
行
っ
て
い
る
。
安
倍
政
権
は
分
析
し
た

情
報
の
一
部
を
受
け
取
り
共
有
し
て
い
ま

す
。日

本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
特
定
秘
密
保
護
法
が

制
定
す
れ
ば
、
米
Ｎ
Ｓ
Ａ
が
違
法
な
手
段

で
入
手
し
た
防
衛
・
外
交
・
対
テ
ロ
・
治

安
対
策
上
の
情
報
な
ど
、
安
倍
政
権
の
国

家
安
全
保
障
会
議
が
共
有
し
た
場
合
、
そ

の
全
て
の
情
報
が
特
定
秘
密
保
護
法
で
闇

の
中
に
葬
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
り
ま
す
。

30
年
後
に
お
い
て
も
内
閣
が
秘
密
指
定
を

承
認
す
れ
ば
、
革
命
に
よ
る
体
制
転
覆
か
、

内
部
告
発
で
も
な
け
れ
ば
永
久
に
明
ら
か

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ａ
の
設
置

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
下
に
、
「
事
務
局
」

と
し
て
「
国
家
安
全
保
障
局
（
日
本
版
Ｎ

Ｓ
Ａ
）
」
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
設
置
当
初

の
態
勢
は
、
外
務
・
防
衛
・
警
察
の
各
省

庁
か
ら
の
出
向
で

60
人
程
度
の
規
模
だ

が
、
米
Ｎ
Ｓ
Ａ
の
よ
う
に
「
諜
報
機
関
」

と
し
て
、
拡
大
す
る
の
は
明
白
で
す
。

「
外
務
・
防
衛
・
警
察
の
各
省
庁
か
ら

の
出
向
者
」
で
構
成
す
る
「
事
務
局
」
が

単
な
る
「
事
務
取
り
扱
い
」
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
。
安
倍
政
権
は
明
確
に
日
本
版

Ｎ
Ｓ
Ａ
を
目
指
し
「
事
務
局
」
を
設
置
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

軍
事
で
の
日
米
一
体
化
と
は
、
戦
力
・

装
備
・
兵
力
の
一
体
化
で
あ
る
と
同
時
に

情
報
の
一
体
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
開
さ

れ
る
こ
と
な
く
情
報
機
関
の
組
織
拡
大
と

日
米
の
合
同
化
・
統
合
化
へ
と
争
闘
戦
と

し
て
突
き
進
む
。

小
泉
政
権
下
の
２
０
０
２
年
、
国
家
公

安
委
員
会
で
、
裁
判
官
へ
の
令
状
請
求
を

不
要
と
す
る
「
行
政
傍
受
」
が
議
論
さ
れ
、

同
政
権
下
の

05
年
頃
、
米
Ｎ
Ｓ
Ａ
を
モ

デ
ル
に
し
た
海
外
で
の
通
信
傍
受
の
構
想

が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
法
制
度

が
壁
に
な
り
断
念
し
て
い
る
経
緯
が
あ
る
。

今
日
、
世
界
恐
慌
の
戦
争
へ
の
突
入
情

勢
は
、
米
帝
の
「
財
政
の
崖
」
か
ら
の
転

落
に
よ
っ
て
激
化
し
て
い
ま
す
。

帝
国
主
義
間
・
大
国
間
争
闘
戦
の
激
化

に
根
底
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
安
倍
政
権

が
、
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ａ
へ
と
「
事
務
局
」
を

強
化
・
拡
大
を
死
活
的
に
推
進
さ
せ
る
こ

と
は
明
白
で
す
。
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
・
特
定

秘
密
保
護
法･

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ａ
は
一
体
で

あ
り
、
究
極
的
に
は
労
働
者
の
闘
い
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
を
圧
殺
せ
ん
と
す
る
予

防
反
革
命
体
制
へ
の
移
行
・
転
換
そ
の
も

の
で
す
。
労
働
者
階
級
民
衆
・
兵
士
の
怒

り
で
法
案
を
安
倍
政
権
も
ろ
と
も
根
底
か

ら
粉
砕
・
打
倒
し
よ
う
！

特
定
秘
密
保
護
法

改
め
て
特
定
秘
密
保
護
法
案
の
ポ
イ
ン

ト
見
て
み
ま
す
。

（
一
）
①
防
衛
、
②
外
交
、
③
特
定
有
害

活
動
の
防
止
、
④
テ
ロ
活
動
の
防
止
の
４

分
野
で
、
「
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支

障
の
あ
る
情
報
」
と
判
断
し
た
全
て
の
情

報
を
「
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
（
内
閣
府

を
除
く
）
及
び
内
閣
の
所
轄
の
下
に
置
か

れ
る
機
関
（
※
行
政
機
関･

各
省
庁
）
」
の

長
（
閣
僚
）
が
「
特
定
秘
密
」
に
指
定
で

き
る
。
国
会
や
第
三
者
の
チ
ェ
ッ
ク
は
受

け
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
家

権
力
に
と
っ
て
不
都
合
な
情
報
は
全
て
隠

蔽
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
特
定
有
害
活
動
」
と
は
、
要
す
る
に

安
倍
政
権
に
と
っ
て
有
害
な
活
動
を
指
す

と
い
う
こ
と
で
す
。
「
公
に
な
っ
て
い
な

い
情
報
の
う
ち
そ
の
漏
え
い
が
我
が
国
の

安
全
保
障
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
を
取
得
す
る
た
め
の
活
動
、
核
兵

器
、
軍
用
の
化
学
製
剤
若
し
く
は
細
菌
製

剤
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
散
布
の
た
め
の
装

置
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
こ
と
が

で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
若
し
く
は
無
人
航
空
機

又
は
こ
れ
ら
の
開
発
、
製
造
、
使
用
若
し

く
は
貯
蔵
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ

が
特
に
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
物
を
輸
出

し
、
又
は
輸
入
す
る
た
め
の
活
動
そ
の
他

4

国 一般的な漏洩 外国勢力への漏洩

日本 10 年 10 年

アメリカ 10 年 死刑

イギリス 2 年 14 年

ドイツ 5 年～ 10 年 1 年～無期

フランス 7 年 15 年

各国の国家秘密の保護における罰則（最高刑）



の
活
動
で
あ
っ
て
、
外
国
の
利
益
を
図
る

目
的
で
行
わ
れ
、
か
つ
、
我
が
国
及
び
国

民
の
安
全
を
著
し
く
害
し
、
又
は
害
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
い
う
」
と
あ
る
。

定
義
は
、
兵
器
や
ロ
ケ
ッ
ト
、
無
人
航

空
機
の
開
発
・
製
造
と
実
に
物
々
し
く
そ

こ
に
目
が
奪
わ
れ
る
。
だ
が
、
最
後
に

「
そ
の
他
の
活
動
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
ま

す
。
要
す
る
に
無
限
定
で
あ
り
、
日
帝
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
安
倍
政
権
に
と
っ
て
不

都
合
な
「
活
動
」
は
全
て
「
有
害
破
壊
活

動
」
と
し
て
「
指
定
」
さ
れ
、
国
内
法
で

刑
事
罰
を
科
す
方
向
に
突
き
進
む
と
い
う

こ
と
で
す
。

（
二
）
公
務
員
ら
が
漏
え
い
し
た
場
合
、

最
高

10
年
の
懲
役
を
科
し
、
欺
き
や
脅

迫
な
ど
不
正
手
段
で
取
得
し
た
側
も
懲
役

10
年
。
漏
え
い
の
教
唆
や
共
謀
し
た
場
合

も
５
年
以
下
の
懲
役
。
情
報
の
研
究
や
調

査
活
動
、
知
る
権
利
を
行
使
し
た
場
合
も

罰
則
が
適
用
さ
れ
る
。
国
民
の
「
知
る
権

利
」
や
報
道
・
取
材
の
自
由
へ
の
配
慮
を

明
記
し
て
い
る
が
あ
く
ま
で
も
「
原
則
と

し
て
」
で
し
か
な
い
。
特
定
秘
密
に
接
す

る
国
会
議
員
も
罰
則
対
象
と
な
り
、
議
員

の
調
査
権
も
排
除
し
て
い
る
。

（
三
）
特
定
秘
密
の
指
定
期
間
は
５
年
で

何
度
で
も
更
新
で
き
る
。
30
年
を
超
え
る

場
合
は
「
内
閣
の
承
認
が
必
要
」
と
あ
る

が
、
承
認
さ
れ
れ
ば
永
久
に
公
表
さ
れ
る

こ
と
な
く
「
闇
の
中
」
に
葬
り
去
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
４
）
特
定
秘
密
を
扱
う
人
間
の
適
格
性

の
有
無
を
確
認
す
る
「
適
性
評
価
」
に
、

「
特
定
有
害
活
動
及
び
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の

関
係
」
が
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
。
。
条
文

で
は
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
定
義
を
、
「
政

治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国

家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強
要
し
、
又

憲
法
を
無
視
し
た
安
倍
政
権
の
日
本
版

Ｎ
Ｓ
Ｃ
・
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
は
、

集
団
的
自
衛
権
の
全
面
的
容
認
へ
の
憲
法

解
釈
の
変
更
と
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
同

時
に
「
国
防
軍
」
を
規
定
し
た
改
憲
攻
撃

そ
の
も
の
で
す
。
国
家
安
全
保
障
会
議
・

特
定
秘
密
保
護
法
・
集
団
的
自
衛
権
の
全

面
的
容
認
で
地
な
ら
し
、
憲
法
を
無
き
も

の
に
す
る
（
空
文
化
）
国
家
安
全
保
障
基

本
法
の
２
０
１
４
年
制
定
を
目
論
ん
で
い

る
。
日
米
同
盟
の
強
化
を
テ
コ
に
し
な
が

ら
安
倍
政
権
が
目
指
す
戦
争
国
家
へ
の
突

進
で
す
。

２
０
０
５
年

10
月
の
日
米
安
全
保
障

協
議
委
員
会
（
２
プ
ラ
ス
２
）
で
出
さ
れ

た
在
日
米
軍
再
編
へ
の
中
間
報
告
で
は
、

米
軍
と
自
衛
隊
の
軍
事
的
一
体
化
と
世
界

安
保
へ
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
「
国
家
戦
略
レ
ベ
ル
の
情
報

協
力
」
「
共
有
さ
れ
た
秘
密
情
報
を
保
護

す
る
措
置
」
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

安
倍
が
言
う
「
積
極
的
平
和
主
義
」
と

は
、
日
米
同
盟
の
世
界
安
保
へ
の
具
体
化

で
あ
り
、
戦
争
国
家
へ
の
実
戦
的
体
制
構

築
の
具
体
化
で
す
。
安
倍
政
権
は
、
年
内

に
戦
後
初
め
て
策
定
す
る
と
さ
れ
て
い
る

「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
に
「
武
器
輸
出

三
原
則
の
撤
廃
」
を
盛
り
込
む
こ
と
が
す

で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
争
国

家
へ
の
道
に
武
器
輸
出
三
原
則
は
足
か
せ

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

９
月

17
日
、
首
相
官
邸
で
安
倍
の
私

的
諮
問
機
関
・
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤

の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
（
安
保
懇
）
」

（
座
長
・
柳
井
俊
二
元
駐
米
大
使
）
が
７

カ
月
ぶ
り
に
再
開
さ
れ
、
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
を
全
面
的
に
容
認
す
る
報
告
書
が

年
内
に
提
出
さ
れ
る
。

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
対
象
を
米
帝
だ

け
で
は
な
く
、
拡
大
し
、
対
象
国
を
「
安

全
保
障
上
、
日
本
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

5

は
社
会
に
不
安
を
も
し
く
は
恐
怖
を
与

え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、
又
は
重
要

な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め

の
活
動
」
と
し
て
い
る
。

「
社
会
変
革
」
や
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

革
命
」
は
も
と
よ
り
、「
脱
原
発
運
動
」、

「
政
治
上
や
そ
の
他
の
主
義
主
張
」
、

「
国
家
に
強
要
す
る
」
こ
と
に
結
び
つ

く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
主
義
主
張
を
全
て

排
除
し
、
弾
圧
す
る
法
律
で
あ
り
、
文

字
通
り
の
革
命
圧
殺
法
で
す
。

新自由主義と闘う労働組合の全国ネットワークを！
国鉄決戦で勝負! 11･3 労働者集会に 5600 名が結集



国
」
と
定
義
し
、
「
密
接
な
関
係
が
あ
る

国
が
攻
撃
を
受
け
、
日
本
に
重
大
な
被
害

が
及
ぶ
時
」
に
集
団
的
自
衛
権
が
行
使
で

き
る
と
の
提
言
が
出
る
。

具
体
的
に
は
中
東
か
ら
の
石
油
輸
送
の

シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
・
確
保
な
ど
、
集
団
的

自
衛
権
を
行
使
す
る
対
象
国
を
世
界
に
拡

大
す
る
内
容
で
あ
る
。
憲
法
を
無
視
し
た

す
さ
ま
じ
い
踏
み
込
み
で
す
。
安
倍
政
権

の
明
確
な
動
向
は
、
年
内
の
国
家
安
全

（
一
）
特
定
秘
密
保
護
法
の
「
別
表
」
に

掲
げ
る
「
防
衛
に
関
す
る
事
項
」
に
は
次

の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ

自
衛
隊
の
運
用
又
は
こ
れ
に
関
す

る
見
積
も
り
若
し
く
は
計
画
若
し

く
は
研
究

ロ

防
衛
に
関
し
収
集
し
た
電
波
情
報
、

画
像
情
報
そ
の
他
の
重
要
な
情
報

ハ

ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又

は
そ
の
能
力

ニ

防
衛
力
の
整
備
に
関
す
る
見
積
も

り
若
し
く
は
計
画
又
は
研
究

ホ

武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の
他
の

防
衛
の
用
に
供
す
る
物
（
船
舶
を

含
む
）
の
種
類
又
は
数
量

ヘ

防
衛
の
用
に
供
す
る
通
信
網
の
構

成
又
は
通
信
の
方
法

ト

防
衛
の
用
に
供
す
る
暗
号

チ

武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の
他
の

防
衛
の
用
に
供
す
る
物
又
は
こ
れ

ら
の
物
の
研
究
開
発
段
階
の
も
の

の
仕
様
、
性
能
又
は
使
用
方
法

リ

武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の
他
の

防
衛
の
用
に
供
す
る
物
又
は
こ
れ

ら
の
物
の
研
究
開
発
段
階
の
も
の

の
製
作
、
検
査
、
修
理
又
は
試
験

の
方
法

ヌ

防
衛
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
計
、

性
能
又
は
内
部
の
用
途

要
す
る
に
、
一
読
で
明
ら
か
な
よ
う
に

自
衛
隊
に
関
す
る
情
報
は
、
１
０
０
％
、

文
字
通
り
全
て
、
末
端
の
情
報
ま
で
が
秘

密
扱
い
に
な
り
、
闇
の
中
に
放
り
こ
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
二
）
そ
の
上
で
、
現
在
で
も
す
で
に
自

衛
隊
に
関
す
る
「
防
衛
機
密
」
の
う
ち
、

秘
密
指
定
の
解
除
後
も
国
立
公
文
書
館
に

移
さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
が
一
件
も

な
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
い
う
ま

で
も
な
く
公
文
書
館
は
、
建
前
上
、
重
要

な
文
書
を
保
存
し
、
、
公
開
す
る
施
設
で

す
。
だ
が
２
０
０
２
年
以
降
、
１
件
も
公

開
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

「
防
衛
秘
密
」
は

02
年
施
行
の
改
正
自

衛
隊
法
で
定
め
ら
れ
た
。
防
衛
相
が
指
定

す
る
。
①
自
衛
隊
の
運
用
や
計
画

②
防

衛
力
整
備
計
画

③
武
器
や
航
空
機
、
船

の
種
類
・
数
な
ど
で
２
０
１
１
年
末
現
在

で
３
万
７
５
２
件

あ
る
。

公
文
書
管
理
法

に
よ
り
一
般
の
行

政
文
書
は
、
保
存

期
間
が
30
年
未
満
。

終
了
後
か
、
不
要

と
な
っ
た
時
点
で

公
文
書
館
に
移
す

か
廃
棄
す
る
。
廃

棄
に
は
首
相
の
同

意
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
。。

だ
が
、
「
防
衛
秘

密
」
の
扱
い
は
異

な
る
。
保
存
期
間

は
１
年
未
満
か
ら

30
年
で
延
長
は
可
能
。
期
間
途
中
で
、

「
秘
密
要
件
な
し
」
と
判
断
す
れ
ば
秘
密

指
定
解
除
。
歴
史
的
に
重
要
と
判
断
さ
れ

れ
ば
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
移
管
さ
れ
た
防
衛
機
密
扱
い
の

文
書
は
１
件
も
な
い
。
保
存
期
間
を
終
了

し
た
文
書
は
、
廃
棄
か
期
間
延
長
す
る
が
、

そ
れ
は
省
幹
部
の
承
認
で
済
む
。

判
明
し
て
い
る
数
字
と
し
て
は
、
07
年

か
ら
の
５
年
間
で
計
約
３
万
４
３
０
０
件

が
廃
棄
さ
れ
、
闇
の
中
で
あ
る
。

防
衛
省
防
衛
政
策
局
調
査
課
は
、
「
公

文
書
館
に
移
管
す
る
か
ど
う
か
は
省
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
、
「
保
存
期
間
が

6

保
障
戦
略
の
策
定
、
集
団
的
自
衛
権
来

春
実
施
、
２
０
１
５
年
「
国
防
軍
」
確

立
（
改
憲
）
を
め
ざ
し
て
い
る
。
だ
が

安
倍
政
権
と
戦
争
国
家
法
案
へ
の
労
働

者
階
級
の
怒
り
は
、
職
場
で
、
官
邸
・

国
会
前
で
爆
発
し
て
い
る
。
極
右
・
超

反
動
だ
が
脆
弱
・
最
弱
の
安
倍
政
権
を

労
働
者
階
級
と
兵
士
の
団
結
と
怒
り
で

な
ん
と
し
て
も
打
倒
し
よ
う
！

秘密保護法に反対し結集し怒りをぶつける労働者(10･29）



満
了
す
れ
ば
管
理
者
の
承
認
で
廃
棄
す

る
こ
と
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
や
訓
令

（
内
規
）
」
で
運
用
し
て
い
る
か
ら
問
題

な
し
、
と
し
て
い
る
。

要
す
る
に

08
年
以
降
、
強
化
さ
れ
て

い
る
日
米
合
同
軍
事
演
習
や
「
離
島
奪

還
」
を
名
目
と
す
る
「
日
米
強
襲
上
陸

統
合
訓
練
」
な
ど
、
報
道
機
関
に
公
開

さ
れ
た
部
分
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

が
「
訓
練
の
核
心
的
目
的
や
シ
ナ
リ
オ
」
、

「
検
討
過
程
」
、
「
隊
内
実
態
や
兵
士
の

状
況
」
な
ど
は
全
て
廃
棄
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

「
防
衛
秘
密
」
は
特
定
秘
密
保
護
法

の
制
定
で
統
合
さ
れ
、
国
家
が
「
兵
士

（
一
）
「
日
米
同
盟
で
は
情
報
交
換
が
極

め
て
重
要
だ
」
（
ズ
ム
ワ
ル
ト
国
務
副

次
官
補
）。

米
帝
は
自
衛
隊
の
情
報
漏
え
い
事
件

な
ど
を
挙
げ
、
日
帝
に
「
情
報
共
有
の

前
提
」
と
し
て
「
情
報
管
理
と
法
整
備
」

を
２
０
０
５
年
以
降
、
突
き
つ
け
て
い

た
。
２
０
１
３
年

10
月
３
日
の
日
米
安

全
保
障
協
議
委
員
会
（
２
プ
ラ
ス
２
）

の
共
同
声
明
で
は
「
情
報
保
全
の
強
化
」

で
「
両
国
間
の
情
報
共
有
が
質
量
双
方

の
面
で
よ
り
幅
広
い
も
の
と
な
り
続
け

る
」
こ
と
を
明
記
し
、
特
定
秘
密
保
護

法
の
早
期
制
定
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

（
二
）
日
米
は
２
０
０
７
年
、
「
軍
事
情

報
包
括
保
護
協
定
」
（
Ｇ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ａ
）

を
締
結
。
協
定
は
機
密
情
報
に
米
帝
レ

ベ
ル
と
「
同
等
の
保
護
」
を
日
帝
に
突

き
つ
け
た
。
漏
え
い
罰
則
も
懲
役

10
年

と
し
た
。

「
特
定
秘
密
保
護
法
案
」
で
は
、
国

家
公
務
員
法
の
「
懲
役
１
年
以
下
」
よ

り
格
段
に
重
罰
規
定
し
、
「
懲
役

10
年
」

と
し
た
。
特
定
秘
密
保
護
法
案
の
内
容

も
米
国
内
法
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。

（
三
）
米
帝
の
「
軍
事
情
報
保
全
の
強

化
と
法
整
備
」
の
突
き
つ
け
は
２
０
０

０
年
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
ア
ー
ミ
ー

テ
ー
ジ
元
国
務
副
長
官
（
共
和
党
）
・

ナ
イ
元
国
防
次
官
補
（
民
主
党
）
レ
ポ
ー

ト
が
日
帝
に
「
機
密
保
持
の
立
法
」
を

突
き
つ
け
て
い
ま
す
。

「
機
密
保
護
強
化
」
が
「
日
米
防
衛

協
力
」
と
セ
ッ
ト
と
い
う
よ
り
前
提
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
軍
事
の
世
界
で

は
一
般
論
と
し
て
も
、
「
機
密
保
護
」

な
き
「
防
衛
協
力
」
な
ど
成
立
し
な
い

の
が
常
識
で
あ
る
。
国
家
の
暴
力
装
置

で
あ
る
軍
隊
と
戦
略
、
そ
の
装
備
・
戦

力
・
作
戦
な
ど
は
全
て
「
国
民
」
か
ら

「
秘
密
」
に
す
る
の
が
国
家
権
力
で
す
。

な
ぜ
な
ら
国
家
の
暴
力
装
置
で
あ
る
軍

隊
の
暴
力
は
、
兵
士
の
意
思
と
は
別
個

に
「
侵
略
戦
争
と
国
内
治
安
弾
圧
」
に

向
け
た
国
家
暴
力
な
の
で
す
。

２
０
１
２
年
の
ア
ー
ミ
ー
テ
ー
ジ
・

ナ
イ
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
「
日
本
の
現
在

の
機
密
保
全
の
法
的
枠
組
み
は
、
米
国

の
水
準
に
達
し
て
い
な
い
」
と
明
記
し
、

日
帝
に
日
米
同
盟
の
深
化
を
言
う
な
ら

早
急
に
機
密
保
護
法
を
制
定
せ
よ
と
踏

み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
特
定
秘
密
保

護
法
だ
。
そ
の
根
底
に
は
米
帝
の
没
落

と
破
綻
し
て
い
る
米
新
軍
事
戦
略
へ
の

自
衛
隊
員
の
動
員
目
的
が
あ
り
ま
す
。

（
四
）
特
定
秘
密
保
護
法
に
関
し
て
は
、

自
衛
隊
の
情
報
漏
え
い
事
件
を
米
帝
か

ら
叩
か
れ
、
一
方
で
は
２
０
１
０
年
、

釣
魚
台
（
尖
閣
諸
島
）
周
辺
で
の
中
国

漁
船
と
海
保
の
衝
突
事
件
の
現
場
映
像

が
流
出
し
、
放
映
さ
れ
た
の
を
契
機
に

し
て
、
民
主
党
政
権
が
「
有
識
者
会
議
」

を
つ
く
り
議
論
を
開
始
。
漁
船
衝
突
事

件
で
は
映
像
を
流
出
さ
せ
た
海
上
保
安

官
が
停
職
１
年
の
処
分
。
世
論
は
映
像

流
出
を
む
し
ろ
「
良
し
」
と
し
た
。

7

と
国
民
の
志
気
向
上
に
必
要
と
判
断
」

し
た
も
の
以
外
は
、
こ
れ
ま
で
の
部

分
的
公
開
も
含
め
、
全
て
「
秘
密
指

定
」
に
な
る
。
兵
士
の
隊
内
生
活
や

実
態
も
秘
密
指
定
と
な
る
。

訓
練
内
容
や
い
じ
め
・
自
殺
も
秘

密
指
定
と
な
り
、
家
族
の
提
訴
も

「
秘
密
の
漏
え
い
」
に
つ
な
が
る
と
し

て
阻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら

の
暗
黒
の
反
動
法
・
反
革
命
法
は
労

働
者
階
級
民
衆
・
兵
士
の
団
結
と
怒

り
の
決
起
で
、
な
ん
と
し
て
も
粉
砕

す
る
し
か
な
い
代
物
で
す
。

小牧基地ゲート前を制圧して ”イラク派兵を拒否しよう”
と自衛官に訴える労働者 04 年 1月



（
五
）
２
０
１
３
年
１
月
の
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
人
質
事
件
を
契
機
に
、
帝
国
主
義

と
し
て
危
機
感
を
持
っ
た
安
倍
政
権
が

外
国
政
府
と
の
情
報
共
有
を
進
め
る
と

し
て
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
設
置
と
特
定
秘
密

保
護
法
制
の
準
備
を
加
速
さ
せ
た
。

再
度
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
。
特
定
秘

密
保
護
法
の
適
用
は
全
社
会
に
拡
大
さ

小
泉
政
権
下
の

04
年
～

06
年
、
陸

自
は
イ
ラ
ク
南
部
の
サ
マ
ワ
に
計
５
５

０
０
人
、
空
自
は

04
年
～

08
年
に
計

３
６
０
０
人
を
派
兵
し
た
。
６
月
、
額

賀
防
衛
庁
長
官
（
当
時
）
が
陸
自
の
イ

ラ
ク
撤
退
と
「
国
連
物
資
の
空
輸
開
始
」

を
発
表
。
空
輸
の
中
身
は
非
公
開
で
あ
っ

た
が
現
地
で
は
７
月

31
日
か
ら
完
全
武

装
し
た
米
兵
の
バ
ク
ダ
ッ
ド
へ
の
空
輸

が
空
自
の
Ｃ
１
３
０
輸
送
機
で
開
始
さ

れ
、
翌
月
か
ら
米
軍
は
掃
討
作
戦
を
開

始
し
た
。
08
年
名
古
屋
高
裁
は
、
「
米

軍
な
ど
と
の
武
力
行
使
と
一
体
化
し
、

憲
法
９
条
違
反
に
あ
た
る
」
と
判
断
。

09
年
に
公
表
さ
れ
た
資
料
で
判
明
し
た

事
実
は
、
輸
送
人
員
の
７
割
近
く
が
武

装
兵
士
。
空
自
が
輸
送
し
た
米
兵
は
１

万
７
６
５
０
人
に
上
る
。
さ
ら
に
ジ
ブ

チ
に
派
遣
さ
れ
い
る
護
衛
艦
２
隻
の
う

ち
１
隻
は

12
月
に
多
国
籍
軍
に
編
入
さ

れ
る
。
Ｐ
３
Ｃ
哨
戒
機
の
編
入
も
検
討

中
だ
。
安
倍
政
権
に
よ
る
「
集
団
的
自

衛
権
の
全
面
的
行
使
」
は
す
で
に
先
取

り
さ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ク
派
兵
期
間
で

空
自
は

27
名
が
負
傷
し
、
現
地
で
の
治

療
も
な
く
、
帰
還
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
、

一
生
残
る
障
害
を
強
制
さ
れ
た
空
曹
も

い
る
。
怒
り
に
堪
え
な
い
！
防
衛
省
は

イ
ラ
ク
帰
還
兵
の
内
、
帰
還
後

12
年
８

月
ま
で
の
自
殺
を

25
人
と
公
表
。
04
年

の
派
兵
当
時
、
４
月
か
ら
７
月
末
ま
で

に

31
人
の
自
衛
官
が
自
殺
し
た
。
秘
密

保
護
法
で
こ
れ
ら
の
事
実
も
全
て
が
闇

の
中
に
入
る
。
そ
も
そ
も
軍
隊
と
は
１

％
の
た
め
に
存
在
す
る
国
家
の
暴
力
装

置
で
あ
る
。
労
働
者
・
兵
士
が
団
結
し
、

労
働
運
動
・
労
働
組
合
が
で
き
る
労
働

者
党
を
強
化
し
、
戦
争
国
家
阻
止
！
安

倍
政
権
打
倒
へ
、
非
和
解
の
闘
い
を
国

鉄
決
戦
で
発
展
さ
せ
よ
う
！

了

8

れ
る
。
特
定
秘
密
保
護
法
が
公
務
員

民
間
労
働
者
を
対
象
に
拡
大
し
、
全

社
会
的
に
網
を
か
け
、「
適
格
性
調
査
」

と
し
て
、
思
想
や
主
義
主
張
で
排
除

す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
治
安
弾
圧
法
と
し
て
の
反
革
命
法

で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。

第

14
回
控
訴
審
口
頭
弁
論
の
傍
聴
と
、

そ
の
後
の
報
国
集
会
に
参
加
し
ま
し
た
。

傍
聴
席
は

40
席
で
、
今
回
は

48
名
の

傍
聴
希
望
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
裁
判
は
、
法
定
内
で
は
、
ほ

ぼ
証
人
採
用
と
結
審
ま
で
の
期
日
問
題

で
終
始
し
ま
し
た
。
公
判
後
の
報
告
集

会
で
の
内
容
を
含
め
て
分
か
っ
た
こ
と

は
、
被
告
＝
国
・
自
衛
隊
が
証
人
申
請

し
た
の
は
４
名
。
い
ず
れ
も
横
須
賀
地

方
総
監
部
歴
代
の
法
務
担
当
。
対
し
て

原
告
側
が
申
請
し
て
い
た
の
は
４
名
。

一
人
は
Ｓ
三
佐
。
さ
ら
に
「
山
形
」
と

い
う
監
察
官
（
自
衛
隊
内
で
の
調
査
担

当
の
こ
と
）
、
さ
ら
に
「
魚
住
」
と
い

う
自
衛
隊
幹
部
、
そ
れ
と
自
殺
し
た
一

等
海
士
の
上
司
で
あ
っ
た
「
森
田
」
班

長
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
以
下

の
３
人
の
証
人
採
用
を
決
定
し
た
。
①

Ｓ
三
佐
、
②
横
須
賀
地
方
総
監
部
・
中

林
、
③
横
須
賀
地
方
総
監
部
・
金
城

（
１
審
の
時
に
Ｓ
三
佐
と
一
緒
に
被
告

指
定
代
理
人
と
の
こ
と
）
。
裁
判
官
の

証
人
採
用
は
真
相
究
明
で
は
な
く
、
原

告
・
被
告
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る

だ
け
。
だ
が
家
族
の
怒
り
は
非
和
解
で

あ
る
。
真
実
に
迫
る
闘
い
こ
れ
か
ら
だ
！

傍聴に参加しよう！


